
 1 

様式第３ 

会  議  録 

 

会 議 名 
令和５年度第３回野田市老人福祉計画及び介護保険事

業計画推進等委員会 

議題及び議題毎の 

公開又は非公開の別 

１ 議題 

⑴ 第９期野田市老人福祉計画及び介護保険事業計

画（野田市シルバープラン）の策定について（公

開） 

① 第９期野田市シルバープランにおける課題の

抽出について 

② 第９期野田市シルバープランの骨子案につい

て 

③ 介護予防・日常生活支援総合事業の多様なサ

ービスの必要性について 

２ 報告 

⑴ 地域密着型サービス等（地域密着型通所介護）

事業所の指定更新について（公開） 

⑵ 地域密着型サービス等（看護小規模多機能型居

宅介護）事業所の指定更新について（公開） 

⑶ 地域密着型サービス等（認知症対応型共同生活

介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護）事

業所の指定更新について（公開） 

日 時 
令和５年１０月４日（水） 

 午後１時３０分から午後２時２０分まで 

場 所  市役所高層棟８階 大会議室 

出 席 者 氏 名 

委 員 中林 隆   古賀 晴美  豊田 義雄 

寺嶋 雪子  大用 菜穂子 遠山 康雄 

中村 綾子  高森 輝行  山﨑 美紀 
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山名 裕里  江幡 𠮷生  須賀田 貞彦 

澤田 健次郎 篠田 恵美子 波戸 タカ子 

森田 邦子  三輪 秀民  柳田 信也 

天神 敏門  髙橋 武宜  鏡 浩美 

内藤 公子 

事務局 

今村 繁 （副市長） 

小林 智彦（福祉部長） 

山口 忠司（高齢者支援課長） 

吉田 陽子（高齢者支援課長補佐兼介護認定係長） 

鈴木 智子（高齢者支援課高齢者支援係長） 

小沼 綾子（高齢者支援課介護給付係長） 

山下 敏也（高齢者支援課地域包括支援センター長） 

田中 道男（高齢者支援課高齢者支援係主査） 

神吉 真帆（高齢者支援課高齢者支援係主任主事） 

雨宮 和也（高齢者支援課高齢者支援係主任技師） 

三浦 明日香（高齢者支援課地域包括支援センター

主任主事） 

宇佐見 有希（高齢者支援課地域包括支援センター

主任主事） 

岡田 譲史（高齢者支援課地域包括支援センター主

任主事） 

海老原 純一（生活支援課長） 

岡田 勇貴（障がい者支援課長） 

田中 洋介（社会福祉協議会事務局長） 

峯崎 光春（保健センター長） 

室井 洸人（株式会社アールピーアイ栃木） 

谷田部 徹（株式会社アールピーアイ栃木） 

欠 席 委 員 氏 名 会 長 鈴木 隆一 



 3 

副会長 川島 信良 

委 員 秋田 茂   白島 智子  鈴木 剛 

中山 道子  香山 啓   藤井 愛子 

傍   聴   者 ２名 

議 事 

令和５年度第３回野田市老人福祉計画及び介護保険事

業計画推進等委員会の会議結果（概要）は次のとおり

である。 

高齢者支援課長補佐

兼介護認定係長 

 

 

遠山委員 

 

 

 

 

高齢者支援課長補佐

兼介護認定係長 

 

 

遠山委員 

 

 

 

 

三輪委員 

 

 

 

令和５年 10月４日 午後１時 30分、開会を宣言 

会長及び副会長が欠席のため、市長が遠山委員を議

長に指名したので、議長を務めていただく。 

 

議長を務めさせていただく。 

会議の成立を報告した。 

審議の公開について報告した。 

傍聴について説明した。 

 

欠席及び遅参の委員を報告した。 

会議録作成のため録音機を使用することを報告する

とともに、発言について説明した。 

 

議題１第９期野田市老人福祉計画及び介護保険事業

計画（野田市シルバープラン）の策定について 

事務局から説明を受けた。 

質問等を委員に問うた。 

 

議題１－①について質問をさせていただきたいと思

う。 

資料の１ページ目の１、課題は８点あるが第８期計

画と比較すると「１ 要介護認定での処理日数の短縮
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高齢者支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」が新規に追加になっている。要介護認定での処理日

数の短縮ということで、これは極めて時宜を得ている

のではないかと思うので賛成である。 

次に２ページ目の、「５ 介護者の就労継続のた

め、介護離職者ゼロを目指した取組の推進」につい

て、非常に悩ましい問題というか、なかなか野田市単

独で解決するのにはかなり難しい点があるけれども、

第８期プランでも述べられており、今回も述べられて

いるということで質問したいと思う。 

まず、一点目、介護離職者の数は一体何人ぐらい野

田市にいるのか。 

それから二点目、ここでケアマネジャーのことに触

れられているが、介護離職に関わるケアマネジャーの

役割というか、恐らく訪問介護等で計画を作る段階で、

家族の方と一番密接な関係があり、いろいろな情報を

得ているのではないかと思うのだが、そういう情報が

どのような形で、市や関係機関につながっているのか

をお答えいただきたい。 

 

まず、一点目の離職者の数について、離職者の数自

体は申し訳ないが市では直接把握はしていない。ただ

し、昨年度実施したアンケートの「介護を理由とした

退職の有無」という設問の中で、60.2%の方は「介護の

ために仕事を辞めた家族・親族はいない」という結果

が出ている。 

それから二点目、ケアマネジャーの介護離職の関わ

りについて、まずケアマネジャーが介護サービスを利

用する際につくが、そこで家族の方の状況も含めてど

ういったサービスを利用していくことが、本人、ある
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三輪委員 

 

 

 

 

 

高齢者支援課地域包

括支援センター主任

主事 

 

 

 

 

天神委員 

 

 

 

 

 

いは介護する家族に一番ふさわしいのかということを

ケアマネジャーに判断していただいて、計画を策定し

ていただけるということが一つある。 

また、ケアマネジャーの不足という部分でいうと、

やはりケアマネジャーが不足しており、例えば介護認

定を受けてサービスを利用したいときに、ケアマネジ

ャーがなかなか見つけられないという状況になると、

やはりその時点でサービスの利用は遅れてしまうとい

うことも一つあると考えている。 

 

少し難しいかもしれないが、介護離職になりそうだ

といったような情報があった場合、何らかの形でケア

マネジャー、あるいは関係機関につなげて、離職せず

に済んだというような事例があるかどうか。こういう

ことがあったら教えていただきたいと思う。 

 

各ケアマネジャーから各圏域の地域包括支援センタ

ーに相談いただいて、実際に介護負担がかかっている

家族など、離職をせざるを得ない状況になってしまっ

ているということを、ケアマネジャーを通して地域包

括支援センターに相談いただき、一緒にサービスの検

討をするという事例はある。 

 

介護給付適正化計画について、７ページのところ、

今回５事業から３事業は、国の方針に従ったというこ

とで説明いただいているのだが、これは第８期で５事

業に増やしたという施策だったと思う。それを３年で

また戻すというところを国はどういう説明をして、３

事業に戻すのかというところを分かれば教えていただ
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高齢者支援課長 

 

 

 

 

 

 

天神委員 

 

 

高齢者支援課介護給

付係長 

 

 

 

 

天神委員 

 

 

 

 

きたい。 

それから、住宅改修・福祉用具実態調査だが、これ

はケアプラン点検に統合することになるということだ

が、このケアプラン点検は計画期間中に最低１回実施

すると第８期計画の中では述べられているのだが、実

際のケアプラン点検の状況をもし分かれば教えていた

だきたい。 

 

まず、一点目について、国では「保険者の事務負担

の軽減を図りつつ、効果的・効率的に事業を実施する

ため」ということで、主要５事業だったものを主要３

事業に再編したという形になる。 

それから、ケアプラン点検の数については、令和４

年度で 195件となっている。 

 

ケアプラン点検 195件というのは、全体のどのくら

いの割合なのか。 

 

ケアプラン点検の割合については、数字を出してい

ないが、全体のケアプラン件数というのは、利用者数

になるので、受給者のうち、入院などをしている方を

引いた件数が全体数になる。そのうちの 195件を点検

したということになる。 

 

介護財源は大変厳しい状況で、更に厳しくなってい

くという中で、介護給付の適正化は非常に重要なテー

マだと思っている。しかし、これをやっていくには、

先ほどのケアプラン点検もそうだけれども、大変手間

がかかる問題だと思うので、なかなか実効は上がりに
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内藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者支援課長 

くいのかなと思うのだが、この辺りをきちんとやって

いくということで適正化をしていくことはとても大事

ではないかと思っているため、是非今後とも推し進め

ていただけるようにお願いする。 

 

課題の抽出について、「１ 要介護認定までの処理

日数の短縮」のところで、現在約 50日かかっていると

いうところは、やはり利用する方にとってとても大変

な、不利益な状態になっているというところだが、

8,000件くらいの要介護認定者がいる中で、来年度は

多分全員が更新して調査を行わなければいけないとい

う状況になると思うのだが、「認定事務の抜本的な改

善を行う必要があります」というところで、調査と審

査会のところを具体的にどのように改善していく予定

なのかというところをお聞きしたい。 

もう一点、「２ 高齢者の自立支援・重度化防止の

ため」というところで、「地域での会・グループ等へ

の参加率の向上が必要」という文言がある。前回頂い

た調査結果の内容にも、地域づくりが今後重要になっ

てくるだろうということが記載されている。私の事務

所は木間ケ瀬地区なのだけれども、やはり自治会の組

織率が大分低下している。自治会を辞めてしまう理由

が、高齢になって役はできないから辞める、会費が高

いから辞めるなどであり、そういう中で、自治会の組

織率を向上させるような取組をするようなところがあ

るのかというところを聞きたくて質問させていただ

く。 

 

まず、一点目の認定調査の件については、今委員が
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福祉部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

おっしゃられたとおり、今年度まではコロナの関係で

臨時的措置として、認定期間の 12か月の延長という措

置がとられている。これは今年度限りということにな

るので、来年度はその分も認定申請の件数が増えると

考えている。そのため、これまでと比較しても、大幅

な増となるが、それをこのままの体制で対応していく

と、認定調査自体もなかなか追いつかなくなるので、

市としても、一つの対応策として、指定市町村事務受

託法人に認定調査の一部を委託するという方向で検討

を進めている。 

内部的な事務についても、一つ一つ事務作業を検証

して、その中で少しでも時間を短縮できる作業はない

か、徹底して見直しも進めて、認定結果の通知までの

期間を短縮していくということで取組を進めている。 

審査会については、例えば合議体を増やすなどとい

うことは難しい点もあるので、例えば審査会の１回当

たりの件数を増やして対応することはできないのかと

いうところも含めて検討をさせていただければと考え

ている。 

 

二点目の地域づくりについて、この介護についても

全てそうなのだが、やはり委員のおっしゃるとおり、

自治会の加入率ということで、地域の関係、コミュニ

ケーションが希薄になっているのは事実だと思う。各

自治会や他部署についてもこの部分は大きく影響して

くるため、市としても今後どうやってコミュニケーシ

ョンを増やしていくか、あるいは自治会の中でもでき

ることとできないことがある中でどうやっていくかと

いうことを、各施策の中で考えていかなくてはいけな
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古賀委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いと思っている。 

現在、自治会とどういう関係を持つかということで

協議している段階である。介護については、「介護予

防 10年の計」ということで、「えんがわ」などを含め

て、地域のコミュニケーションを増やしていきたいと

いうことで、介護予防を含めて、そのように進めてい

きたいと思っている。 

 

２ページ目の、「７ 高齢者の尊厳を守るため」と

いうところだけれども、最近、高齢者施設における虐

待がニュースになっていたと思う。この文章の中にあ

る「野田市高齢者虐待防止ネットワーク協議会」にお

いて、入所施設については全く対象外なのかというと

ころで、この会議の時に、入所施設の方はどうするの

かということを聞いたけれども、まだ回答をもらって

いない。施設に入所されている方も高齢者の中に入る

と思うので、施設入所の方の虐待については協議する

場があるのかどうかを教えていただければと思う。 

 

８月にこの代表者会議を開催させていただいたが、

この野田市高齢者虐待防止ネットワーク協議会は、基

本的には施設の要介護施設従事者等による虐待という

ことではなくて、養護者による虐待を対象としてやっ

ているというのが現状である。 

この７のところあるように、虐待防止条例の制定を

進めているのだが、その中で改めて高齢者虐待につい

ても、マニュアル等も更に内容を充実したものにして

いかなければいけないということで、マニュアル等の

整備も考えている。そういったいろいろな検討をして
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福祉部長 

 

 

 

 

 

 

 

遠山委員 

 

 

 

 

 

遠山委員 

 

遠山委員 

 

 

 

 

 

遠山委員 

 

 

いく中で、施設での虐待についても、例えば協議する

場をどうするかというところは検討させていただけれ

ばと思う。 

 

補足させていただく。７に書いてある虐待防止条

例、これについて現在作成を進めているのだが、具体

的に実効性を持たせた条例ということで、今進めてい

る。その中には、養護者、あるいは施設の虐待という

部分も含めて、どうやって実効性を持たせて実際にや

っていくかということを含めて現在検討している状況

である。 

 

他に質問等を委員に問うた。 

質問等なし。 

議題１について、了承としてよいか。 

 

＜異議なしの声あり＞ 

 

議題１は説明のとおり了承した。 

 

報告１地域密着型サービス等（地域密着型通所介護

）事業所の指定更新について 

事務局から報告を受けた。 

質問等を委員に問うた。 

質問等なし。 

 

報告２地域密着型サービス等（看護小規模多機能型

居宅介護）事業所の指定更新について 

事務局から報告を受けた。 
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遠山委員 

 

 

 

 

 

 

質問等を委員に問うた。 

質問等なし。 

 

報告３地域密着型サービス等（認知症対応型共同生

活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護）事業

所の指定更新について 

事務局から報告を受けた。 

質問等を委員に問うた。 

質問等なし。 

 

午後２時20分閉会を宣言 

 

 


